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湖南市内 小 中 学校のＷｅｂホームページ
こ なん し ない しようちゆう がつ こう

の様子や 行 事予定などがわかります。各 学 校
かくがつこう よう す ぎよう じ よ てい

小 学 校
しよう がつ こう

●石部 小 学 校
いし べ しようがつこう

http://www.edu-konan.jp/ishibe-el/

●石部 南 小 学 校
いし べ みなみしようがつこう

http://www.edu-konan.jp/isibeminami-el/

●三雲 小 学 校
み くもしようがつこう

http://www.edu-konan.jp/mikumo-el/

●三雲 東 小 学 校
み くもひがししようがつこう

http://www.edu-konan.jp/mikumohigashi-el/

●岩根 小 学 校
いわ ね しようがつこう

http://www.edu-konan.jp/iwane-el/

●菩提寺 小 学 校
ぼ だい じ しようがつこう

http://www.edu-konan.jp/bodaiji-el/

●下田 小 学 校
しも だ しようがつこう

http://www.edu-konan.jp/shimoda-el/

●水戸 小 学 校
み と しようがつこう

http://www.edu-konan.jp/mito-el/

●菩提寺北 小 学 校
ぼ だい じ きたしようがつこう

http://www.edu-konan.jp/bodaijikita-el/

中 学 校
ちゆう がつ こう

●石部 中 学 校
いし べ ちゆうがつこう

http://www.edu-konan.jp/ishibe-jh/

●甲 西 中 学 校
こうせいちゆうがつこう

http://www.edu-konan.jp/kosei-jh/

●甲 西 北 中 学 校
こうせいきたちゆうがつこう

http://www.edu-konan.jp/koseikita-jh/

●日枝 中 学 校
ひ え ちゆうがつこう

http://www.edu-konan.jp/hie-jh/
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引っ越しされるとき（転校について）
ひ こ て ん こ う

在 籍 している 学 校 へ 転 出 の 連 絡 をします。
ざいせき がつこう てんしゆつ れんらく

給 食 費・ 学 級 費・ 積 立 金 の 精 算 をしますので、いつ、どこへ引っ越し
きゆうしよく ひ がつきゆう ひ つみたてきん せいさん ひ こ

（ 転 出 ）するのかを 早 めにお知らせください。
てんしゆつ はや し

市 民 課（ 東 庁 舎 ）または
し みん か ひがしちようしや

市 民 生 活 課（ 西 庁 舎 ）へ 住 所 変 更 についての 届 出をします。
し みんせいかつ か にしちようしや じゆうしよへんこう とどけ で

湖 南 市 教 育 委 員 会学 校 教 育 課（ 西 庁 舎 ）へ行きます。
こ なん し きよういくい いんかいがつこうきよういく か にしちようしや い

を受け取ります。「 転 出 許 可 通 知 書 」
てんしゆつきよ か つう ち しよ う と

在 籍 している 学 校 へ を 提 出 します。「 転 出 許 可 通 知 書 」
ざいせき がつこう てんしゆつきよ か つう ち しよ ていしゆつ

「 在 学 証 明 書 」
ざいがくしようめいしよ

を受け取ります。「 教 科 書 証 明 」
きよう か しよしようめい う と

「氏 名 ゴム 印 」
し めい いん

転 出 先 市 町 村 の市 民 課へ行きます。
てんしゆつさき し ちようそん し みん か い

住 所 変 更 （ 住 民 異 動 ）の手 続 きをします。
じゆうしよへんこう じゆうみん い どう て つづ

転 出 先 の 教 育 委 員 会 へ行きます。
てんしゆつさき きよういく い いんかい い

を受け取ります。「 転 入 許 可 通 知 書 」
てんにゆうきよ か つう ち しよ う と

転 出 先 の 学 校 で手 続 きをします。
てんしゆつさき がつこう て つづ

「 転 入 許 可 通 知 書 」
てんにゆうきよ か つう ち しよ

「 在 学 証 明 書 」
ざいがくしようめいしよ

を 提 出 します。「 教 科 書 証 明 」
きよう か しよしようめい ていしゆつ

「氏 名 ゴム 印 」
し めい いん

※ 詳 しいことは湖 南 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課（７７－７０１１）へ
くわ こ なん し きよういく い いんかいがつこうきよういく か

おたずねください。

※ 在 籍 している 学 校 の 校 区 内 での 住 所 変 更 の場 合 は、 学 級 担 任 に
ざいせき がつこう こう く ない じゆうしよへんこう ば あい がつきゆうたんにん

新 住 所 を 連 絡 してください。
しんじゆうしよ れんらく

一般的な流れを例示
い つ ぱ ん て き な が れ い じ

していますが転 出 先
て ん し ゆ つ さ き

市 町 村によって手続
し ち よ う そ ん て つ づ

きが異なる場合があ
こ と ば あ い

りますので、市 町 村
し ち よ う そ ん

の指示にしたがって
し じ

ください。
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教 科 書
きょう か し ょ

教 科 書 は、無 償 で 配 布されます （ 文 部科 学 省 より） 大 切 に使 用 してください。。
きょう か しょ む しょう はい ふ もん ぶ か がくしょう たいせつ し よう

なお、下記の矢 印 （→）の 教 科書は学 年をまたがって複 数 年使用します。
か き や じるし きょう か しょ がくねん ふくすうねん し よう

１年 ２年 ３年

　

教 科 書

○国 語 新 し い 国 語 ○ ○

新 し い 社 会 科 地 図 ○

書 写 中 学 書 写 ○ ○

中 学 社 会 　公 民 的 分 野 ○

新 し い 社 会 　歴 史 　 １． ２年 ○

数 学 中 学 校 数 学 ○ ○ ○

社 会

中 学 社 会 地 理 的 分 野 １．２年 ○

理 科

未 来 へ ひ ろ が るサ イエンス 第 １分 野 （上 ） ○

未 来 へ ひ ろ が るサ イエンス 第 １分 野 （下 ）

未 来 へ ひ ろ が るサ イエンス 第 ２分 野 （上 ）

○

○

未 来 へ ひ ろ が るサ イエンス 第 ２分 野 （下 ） ○

音 楽

中 学 生 の 音 楽  1 ○

中 学 生 の 音 楽  2 .3（上 ） ○

中 学 生 の 器 楽 ○

中 学 生 の 音 楽  2 .3（下 ） ○

美 術

1　 　　 　　 自 由 な 心 ○

2 .3（下 ）　 美 術 の 広 が り ○

2 .3（上 ）　 美 を求 めて ○

○

保 健 体 育 新 ・中 学 保 健 体 育 ○

技 術 家 庭 　家 庭 分 野 ○

英 語 NEW　HORIＺＯN　ENGLISH　C OURSE ○ ○ ○

技 術 家 庭

技 術 家 庭 　技 術 分 野
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教 科書を無くしたときは？
きょう か しょ な

教 科 書 は 初 めに 配 られる 分 だけが無 償 です。無くした場 合 は、ご家 庭 で 購 入 し
きょう か しょ はじ くば ぶん む しょう な ば あい か てい こうにゅう

てください。

教 科書が購 入 できる書 店
きょう か しょ こうにゅう しょてん

仲 西 書 店 湖南市菩提寺１５８６番地１ ０７４８－７４－１８６０TEL
なかにししょてん こ なん し ぼ だい じ ばん ち

０７４８－７４－１８６０FAX

西 谷 書 店 湖南市下田１５１７－１ ０７４８－７５－００５１TEL
にしたにしょてん こ なん し しも だ

０７４８－７５－３５０７FAX

◆ 義務 教 育 教 科書の無 償 給 与制度とは（文部科学 省 ）◆
ぎ む きょういくきょう か しょ む しょうきゅう よ せい ど もん ぶ か がくしょう

次 代 を 担 う子どもたちに 対 し、我が 国 の 繁 栄 と 福 祉に 貢 献 してほし
じ だい にな こ たい わ くに はんえい ふく し こうけん

いという 国 民 全 体 の 願 いを込めて、 国 民 の負 担 によって 実 施されてい
こくみんぜんたい ねが こ こくみん ふ たん じっ し

ます 憲 法 第２６ 条 に掲げる義務 教 育無 償 の精 神をより広く実 現。
けんぽうだい じょう かか ぎ む きょういく む しょう せいしん ひろ じつげん

するものです。

保護者の皆さまにおかれましては、この制度に込められた意義と願いを
ほ ご しゃ みな せい ど こ い ぎ ねが

お子さまにお 伝 えになり、 教 科 書 を 大 切 に 使 うようご指 導 いただけれ
こ つた きょう か しょ たいせつ つか し どう

ば 幸 いです。
さいわ
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就学援助制度
しゆう が く え ん じ よ せ い ど

就 学 援 助 制度の目 的
しゆうがくえんじよせい ど もくてき

湖 南 市では 経 済 的 な理 由 でお子さんを 小 中 学 校 に 就 学 させるのにお 困
こ なん し けいざいてき り ゆう こ しようちゆうがつこう しゆうがく こま

りの 方 に 対 して、 学 用 品 費や 給 食 費など 学 校 での 学 習 に 必 要 な費 用 の
かた たい がくようひん ひ きゆうしよく ひ がつこう がくしゆう ひつよう ひ よう

一 部を 援 助 する事 業 を 行 っています。
いち ぶ えんじよ じ ぎよう おこな

援 助を受けることのできる方
えんじよ う かた

生 活 が 著 しく 困 難 な世 帯
せいかつ いちじる こんなん せ たい

☆ 生 活 保護を受けている世 帯
せいかつ ほ ご う せ たい

☆ 住 民 税 が非課 税 または 減 免 措置を受けている世 帯
じゆうみんぜい ひ か ぜい げんめん そ ち う せ たい

☆固 定 資 産 税 、 国 保 税 等 の 減 免 措置を受けている世 帯 など
こ てい し さんぜい こく ほ ぜいとう げんめん そ ち う せ たい

受けられる援 助の内 容
う えんじよ ないよう

認 定 されると 次 の 該 当 する 項 目 の 実 費または 一 部が支 給 されます。
にんてい つぎ がいとう こうもく じつ ぴ いち ぶ し きゆう

学 用 品 費・ 新 入 学 学 用 品費・ 校 外 活 動 費・ 修 学 旅 行 費・ 給 食 費・
がくようひん ひ しんにゆうがくがくようひん ひ こうがいかつどう ひ しゆうがくりよこう ひ きゆうしよく ひ

学 校 病 の医 療 費
がつこうびよう い りよう ひ

※医 療 費････ 学 校 の 健 康 診 断 で、 学 校 病 の治癒 勧 告 通 知を受けた児 童
い りよう ひ がつこう けんこうしんだん がつこうびよう ち ゆ かんこくつう ち う じ どう

生 徒の治 療 に 要 する費 用
せい と ち りよう よう ひ よう

※ 学 校 病 とは、う歯（ 虫 歯）･ 中 耳 炎 ･慢 性 副 鼻 腔 炎 ･結 膜 炎 ･トラコー
がつこうびよう し むし ば ちゆう じ えん まんせいふく び こうえん けつまくえん

マ・アデノイド･寄 生 虫 病 ・とびひ･白 癬 菌 や 疥 癬 虫 による皮膚 疾 患 およ
き せいちゆうびよう はくせんきん かいせんちゆう ひ ふ しつかん

び化 膿 している皮膚 炎
か のう ひ ふ えん

申 請の方 法
しんせい ほうほう

・ 申 請 書 は 学 校 、 民 生 委 員 宅 、 教 育 委 員 会 にありますので、児 童 生 徒 一 人
しんせいしよ がつこう みんせい い いんたく きよういく い いんかい じ どうせい と ひと り

につき 一 枚 記 入 し、 担 当 区 域 の 民 生 委 員 へ期 日 までに 提 出 してください。
いちまい き にゆう たんとう く いき みんせい い いん き じつ ていしゆつ

・ 申 請 手 続 きは 毎 年 必 要 ですので、 忘 れないようにしてください。
しんせい て つづ まいとしひつよう わす

また 年 度途 中 に 就 学 援 助 の 必 要 が 生 じた場 合 はその都度 申 請 してくだ
ねん ど と ちゆう しゆうがくえんじよ ひつよう しよう ば あい つ ど しんせい

さい。

・ 税 の 申 告 をされていない場 合 は 申 請 書 を 受 付 できません。 必 ず 申 告 を済
ぜい しんこく ば あい しんせいしよ うけつけ かなら しんこく す

ませておいてください。

・ 認 定 審 査後、 教 育 委 員 会 より 認 定 決 定 が 通 知されます。
にんていしん さ ご きよういく い いんかい にんていけつてい つう ち

（４ 月 に 申 請 した場 合 ７ 月 初 旬 頃 ）
がつ しんせい ば あい がつしよじゆんごろ

支 給 の方 法
し きゆう ほうほう

・支 給 は、 年 ３ 回 （７ 月 、１２ 月 、３ 月 ）とし、 学 校 等 を 通 じて 現 金 でお 渡
し きゆう ねん かい がつ がつ がつ がつこうとう つう げんきん わた

しします。 案 内 しますので 印 鑑 を持って 来 校 してください。
あんない いんかん も らいこう

・ 給 食 費 等 に未 納 がある場 合 は、 援 助 費を 充 当 します。
きゆうしよく ひ とう み のう ば あい えんじよ ひ じゆうとう

※ 詳 しいことは、 教 育 委 員 会 学 校 教 育 課（ＴＥＬ７７－７０１１）まで
くわ きよういく い いんかいがつこうきょういく か

おたずねください。
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学割が必要なとき
が く わ り ひ つ よ う

学生割引 乗 車券とは？
がくせいわりびきじようしやけん

片 道ＪＲから指 定 を受けた 中 学 、 高 校 、 大 学 などの 生 徒・ 学 生 がＪＲを
し てい う ちゆうがく こうこう だいがく せい と がくせい かたみち

する場 合 に、 になります。１０ 円 未 満 の端 数１０１km以 上 運 賃 が２ 割 引利用
い じよう り よう ば あい うんちん わりびき えん み まん は すう

。は切り捨てます。 有 効 期 限 は 発 行 から３ヶ月です
き す ゆうこう き げん はつこう かげつ

学 割 証 を発 行できる使用 目 的
がくわりしよう はつこう し ようもくてき

・ 休 暇、 所 用 による帰 省
きゆう か しよよう き せい

・ 実 験 実 習 などの 正 課の 教 育 活 動
じつけんじつしゆう せい か きよういくかつどう

・ 学 校 が 認 めた 特 別 教 育 活 動 または 体 育 ・ 文 化に 関 する 正 課 外 の 活 動
がつこう みと とくべつきよういくかつどう たいいく ぶん か かん せい か がい かつどう

・ 就 職 又 は 進 学 のための 受 験 等
しゆうしよくまた しんがく じゆけんとう

・ 学 校 が 修 学 上 適 当 と 認 めた 見 学 又 は 行 事への 参 加
がつこう しゆうがくじようてきとう みと けんがくまた ぎよう じ さん か

・ 傷 病 の治 療 その他 修 学 上 支 障 となる 問 題 の 処 理
しようびよう ち りよう た しゆうがくじよう し しよう もんだい しよ り

・保護 者 の 旅 行 への 随 行
ほ ご しや りよこう ずいこう

申 請のしかた
しんせい

・ 学 生 割 引 乗 車 券 を 購 入 するときは、 申 請 書 をもらって家 庭 で記 入 ・
がくせいわりびきじようしやけん こうにゆう しんせいしよ か てい き にゆう

捺 印 していただき 担 任 に 提 出 してください。｢学 割 申 請 書 ｣を 受 理したのち
なついん たんにん ていしゆつ がくわりしんせいしよ じゆ り

｢ 学 割 証 ｣を 発 行 します。時 間 に余 裕 をもって 申 請 してください。(小 さい 用 紙
がくわりしよう はつこう じ かん よ ゆう しんせい ちい よう し

ですので、 無くさないように気をつけてください)
な き

( 注 ) 学 生 割 引 乗 車 券 は、 片 道 ・ 往 復 ・ 連 続 ・ 周 遊 など、 目 的 にあっ
ちゆう がくせいわりびきじようしやけん かたみち おうふく れんぞく しゆうゆう もくてき

た買い 方 ができますが、 片 道 ごとに買う場 合 は｢ 学 割 証 ｣は２ 枚 必 要 となるの
か かた かたみち か ば あい がくわりしよう まいひつよう

で、｢学 割 申 請 書 ｣を２ 枚 提 出 してください。
がくわりしんせいしよ まいていしゆつ

学 生 割 引 乗 車 券の購 入
がくせいわりびきじようしやけん こうにゆう

・ 乗 車 前 に 窓 口 で｢学 割 証 ｣と｢生 徒手 帳 ｣を 提 出 して 購 入 してくだ
じようしやまえ まどぐち がくわりしよう せい と て ちよう ていしゆつ こうにゆう

さい。

（ 注 ） 乗 車 後は 購 入 することはできません。
ちゆう じようしや ご こうにゆう

なお、 乗 車 中 は｢生 徒手 帳 ｣を 携 帯 してください。
じようしやちゆう せい と て ちよう けいたい

学 生 割 引 乗 車 券
がくせいわりびきじようしやけん

● 学 割 証 はＪＲ 各 社 以 外 の 鉄 道 会 社 は 対 象 になりません。
がくわりしよう かくしや い がい てつどうがいしや たいしよう

● 学 割 証 では 通 学 定 期 券 は買えません。
がくわりしよう つうがくてい き けん か

● 特 急 券 や 寝 台 券 等 は 割 引 になりません。
とつきゆうけん しんだいけんとう わりびき

● 往 復 割 引 乗 車 券 行きと 帰 りが 同 一 区 間 、 同 一 経 由で、 片 道 の 鉄(
おうふくわりびきじようしやけん い かえ どういつ く かん どういつけい ゆ かたみち てつ

道 ・ 航 路の 営 業 キロが キロ以 上 の場 合 、行きと 帰 りの 運 賃 がそれ601
どう こう ろ えいぎよう い じよう ば あい い かえ うんちん

ぞれ 割 引 )と、 学 生 割 引 乗 車 券 と合わせて 使 うことができます。1
わりびき がくせいわりびきじようしやけん あ つか
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台風・地震などがおこったとき（非 常 変災時の措置）
たい ふう じ しん ひ じよう へん さい じ そ ち

台 風 や 大 雨 、地 震 による非 常 変 災 が予 想 される場 合 、子どもたちの 安 全 確 保
たいふう おおあめ じ しん ひ じようへんさい よ そう ば あい こ あんぜんかく ほ

のため、下記のように 対 処 しますので、ご 留 意いただきご 協 力 をお 願 いいた
か き たいしよ りゆう い きようりよく ねが

します。

《 「暴風警報」が発令されたとき 》
ぼう ふう けい ほう はつ れい

① において 滋賀 県 もしくは滋賀 県 南 部に が 発 令 中午 前 ７時 暴 風 警 報、 「 」
ご ぜん じ し が けん し が けんなん ぶ ぼうふうけいほう はつれいちゆう

の場 合 は とします。臨 時 休 業
ば あい りん じ きゆうぎよう

② 登 校 後に「 暴 風 警 報 」が 発 令 された場 合 は、気 象 情 報 や 安 全 に
とうこう ご ぼうふうけいほう はつれい ば あい き しようじようほう あんぜん

留 意しながら、 早 めに下 校 させたり、 学 校 に 待 機させるなどの措置をと
りゆう い はや げ こう がつこう たい き そ ち

る場 合 があります。
ば あい

※午 前 ７時において「 暴 風 警 報 が」 発 令 されていない場 合 は、 登 校 します。
ご ぜん じ ぼうふうけいほう はつれい ば あい とうこう

状 況 をよく見きわめて 安 全 に 十 分 注 意し、 学 校 への 到 着 が 遅 れることも
じようきよう み あんぜん じゆうぶんちゆう い がつこう とうちやく おく

やむをえないものとします。

《 その他の警報が発令されたとき 》
た けい ほう はつ れい

①午 前 ７時において その他の 警 報 大 雨 洪 水 大 雪 等 の 警 報 の 発 令 時、 （ 、 、 ）
ご ぜん じ た けいほう おおあめ こうずい おおゆきとう けいほう はつれい じ

は 通 常 通 り 登 校 します。 臨 時 休 業 、始 業 時 刻 の繰り下げおよび
つうじようどお とうこう りん じ きゆうぎよう し ぎよう じ こく く さ

終 業 時 刻 の繰り上げ 等 の措置をとる場 合 があります。
しゆうぎよう じ こく く あ とう そ ち ば あい

② 登 校 後にその他の 警 報 が 発 令 された場 合 は、気 象 情 報 や 安 全 に 留
とうこう ご た けいほう はつれい ば あい き しようじようほう あんぜん りゆう

意しながら 早 めに下 校 させたり 学 校 に 待 機させるなどの措置をとる場 合、 、
い はや げ こう がつこう たい き そ ち ば あい

があります。

《 地震が発生したとき 》
じ しん はつ せい

① 登 校 前 に、地 震 が 発 生 した場 合 は、 生 命 の 安 全 確 保を 最
とうこうまえ じ しん はつせい ば あい せいめい あんぜんかく ほ さい

優 先 に、保護 者 が自 宅 待 機させるかどうか 判 断 してください。
ゆうせん ほ ご しや じ たくたい き はんだん

生 徒の 安 否の 確 認 、 校 区 内 の被 害 の 状 況 などを把 握 をし、その後
せい と あん ぴ かくにん こう く ない ひ がい じようきよう は あく ご

の 対 応 を 決 定 します。
たいおう けつてい

② 登 校 後に地 震 が 発 生 した場 合 は、 通 学 路の 安 全 、 校 内 の被 害 状 況
とうこう ご じ しん はつせい ば あい つうがく ろ あんぜん こうない ひ がいじようきよう

等 を 点 検 し、下 校 させたり、 校 内 に 待 機させるなど 適 切 な措置をとりま
とう てんけん げ こう こうない たい き てきせつ そ ち

す。

なお、非 常 変 災 の下 校 時に保護 者 不 在 の場 合 は、 各 家 庭 において 緊 急 連 絡
ひ じようへんさい げ こう じ ほ ご しや ふ ざい ば あい かく か てい きんきゆうれんらく

先 をあらかじめ決めておき、 緊 急 時にはお子さんがどのようにするのか 等 、普 段 か
さき き きんきゆう じ こ とう ふ だん

らお 話 ください。
はなし
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湖南市提供メール配信サービス
こなんしていきょう はいしん

「湖南 Ｔｏｗｎ－Ｍａｉｌ」
こなん たうんめーる

湖 南 市では、 災 害 情 報 や不 審 者 情 報 、 学 校 連 絡 を 携 帯 電 話やパソコン
こ なん し さいがいじようほう ふ しんしやじようほう がつこうれんらく けいたいでん わ

に 配 信 するサービスがあります。 学 校 でもこのシステムを利 用 して、保護 者 のみな
はいしん がつこう り よう ほ ご しや

さんに 緊 急 の 情 報 などをメールでお知らせします。利 用 するには、 登 録 が 必 要
きんきゆう じようほう し り よう とうろく ひつよう

です。利 用 上 の 注 意事 項 を読み、 登 録 方 法 にしたがって 操 作すると手 続 きがで
り ようじよう ちゆう い じ こう よ とうろくほうほう そう さ て つづ

きます。ただし、３ 月 末 で 登 録 が自 動 的 に 解 除 されるため、４月に 改 めて 登 録
がつまつ とうろく じ どうてき かいじよ あらた とうろく

していただくことになります。

主 な 配 信 内 容 学 校 連 絡 休 校 、 行 事の 中 止 連 絡
おも はいしんないよう がつこうれんらく きゆうこう ぎよう じ ちゆう し れんらく

不 審 者 情 報 不 審 者 の 現 れた地 域 や 特
ふ しんしやじようほう ふ しんしや あらわ ち いき とく

徴
ちよう

災 害 情 報 避 難 勧 告 、土 砂 災 害 警 報 、
さいがいじようほう ひ なんかんこく ど しやさいがいけいほう

河 川 警 戒 水 位、
か せんけいかいすい い

震 度４以 上 の地 震
しん ど い じよう じ しん

無 料登 録 料
とうろくりよう む りよう

登 録 者 負 担通 信 料 ・
つうしんりよう とうろくしや ふ たん

パケット 通 信 費
つうしん ひ

利 用 上 の 注 意 ・絵文字や画 像 は 送 信 できない。
り ようじよう ちゆう い え も じ が ぞう そうしん

・メール 配 信 時にエラー 発 生 が３ 回 連 続 した
はいしん じ はつせい かいれんぞく

場 合 、 登 録 が 解 除 になる。
ば ごう とうろく かいじよ

・アドレス 変 更 した場 合
へんこう ば あい

個 人 管 理画 面 「５．自 分 の 登 録 内 容 を変え
こ じんかん り が めん じ ぶん とうろくないよう か

る」で、 変 更 する。
へんこう

◆登 録 方 法（会 員・グループへのメンバー登 録）
とうろくほうほう かいいん とうろく

①メール 配 信 を受ける 携 帯 電 話・パソコンから
はい しん う けい たい でん わ

URL : http://www.konan.town-mail.com

を 入 力 し 「湖 南 Ｔｏｗｎ－Ｍａｉｌ」のトップ、
にゆうりよく こ なん

ページに 接 続 。
せつぞく

※バーコード読み取り機 能 が 使 える場 合 は、QRコードからアクセスできます。
よ と き のう つか ば あい

②「１． 会 員 登 録 」をクリック
かいいんとうろく

③「 会 員 お 申 込み」をクリックし、 空 メールを 送 信 。折り 返 し 届 いたメールの 会 員 登 録
かいいん もうし こ から そうしん お かえ とど かいいんとうろく

画 面 で 任 意のユーザー 名 （ 半 角 40文字、 全 角 20文字まで。絵文字不可 ）とパスワード。
が めん にん い めい はんかく も じ ぜんかく も じ え も じ ふ か

（ 半 角 数 字３文字以 上 10文字以 内 ）を 入 力 し 「 決 定 」ボタンをクリック。 次 の、
はんかくすう じ も じ い じよう も じ い ない にゆうりよく けつてい つぎ

確 認 画 面 で「 登 録 」ボタンをクリック。
かくにん が めん とうろく
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④ 会 員 登 録 完 了 （加 入 するすべてのグループで 送 信 権 限 のない 人 は、この画 面 をBook
かいいんとうろくかんりよう か にゆう そうしんけんげん ひと が めん

markしておくと 便 利です）
べん り

⑤個 人 管 理画 面 の「３． 新 しいグループに 入 る」をクリック
こ じんかん り が めん あたら はい

⑥グループ 参 加画 面 の「シークレットグループ」をクリック
さん か が めん

⑦グループ 名 「○○○○」とパスワード「△△△△」を 入 力 し 「グループ 参 加」ボタンを、
めい にゆうりよく さん か

グループ名とパスワードは各 校にお問い合わせください ）クリック。（ 。
めい かくこう と あ

⑧グループ 参 加 完 了 画 面 で、 登 録 したグループでのメンバー 名 を 変 更 するかどうかを 尋
さん か かんりよう が めん とうろく めい へんこう たず

ねてくるので、 必 ず「変える」をクリックし、保護 者 の氏 名 を 入 力 して 変 更 する。
かなら か ほ ご しや し めい にゆうりよく へんこう

※２人以 上 のお子さんをお持ちの 方 が 複 数 のグループに 登 録 する場 合 は、⑤～⑧を
ふたり い じよう こ も かた ふくすう とうろく ば あい

繰り 返 す。 登 録 のときには、 別 々 の「グループ 名 」と「グループパスワード」が 必 要 。
く かえ とうろく べつべつ めい ひつよう

※ 随 時、 登 録 可 能◆不審 者 情 報・災 害 情 報への登 録
ふ しんしやじようほう さいがいじようほう とうろく ずい じ とうろく か のう

①個 人 管 理画 面 の「３． 新 しいグループに 入 る」をクリック
こ じんかん り が めん あたら はい

②グループ 名 選 択 画 面 で 登 録 したいグループ（ 不 審 者 情 報 」また「 災 害 情 報 ）「 」
めいせんたく が めん とうろく ふ しんしやじようほう さいがいじようほう

を 選 び 「グループ 選 択 」ボタンをクリック、
えら せんたく

※ 両 方に登 録する場合、①②を繰り返す。
りようほう とうろく ば あい く かえ

※メンバー名は、ユーザー名のままでも可能。
めい めい か のう

詳しい操作方 法は、
くわ そう さ ほうほう

市ホームページ（ ）http://www.city.konan.shiga.jp/
し

にも掲 載されています。
けいさい

トップページ右 側の●メール配 信サービス ボタンを
みぎがわ はいしん

クリックすると、見られます。
み
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保健室から
ほ け ん し つ

保健 室とは
ほ けんしつ

保 健 室 は、 生 徒の 健 康 増 進 を 図 るための 活 動 の 中 心 です。
ほ けんしつ せい と けんこうぞうしん はか かつどう ちゆうしん

生 徒の 健 康 情 報 を 集 め、保 健 指 導 、 健 康 相 談 、 健 康 診 断 、 救 急 処 置
せい と けんこうじようほう あつ ほ けん し どう けんこうそうだん けんこうしんだん きゆうきゆうしよ ち

などを 行 うための場です。
おこな ば

応 急 処置の場です
おうきゆうしよ ち ば

学 校 で 体 調 が 悪 くなったときには、保 健 室 で 応 急 処 置や 一 時 的 な 休 養
がつこう たいちよう わる ほ けんしつ おうきゆうしよ ち いち じ てき きゆうよう

をします。保 健 室 で 休 んでも良くならないときは、保護 者 の 方 に 学 校 までお 迎 え
ほ けんしつ やす よ ほ ご しや かた がつこう むか

に来ていただき 早 退 します。
き そうたい

学 校 では、 原 則 として、 内 服 薬 の使 用 はしませんので、ご 了 承 ください。
がつこう げんそく ないふくやく し よう りようしよう

学 校 で 行 うけがの 処 置は、 簡 単 な 応 急 処 置のみです。 継 続 するけがの手 当
がつこう おこな しよ ち かんたん おうきゆうしよ ち けいぞく て あて

は 各 ご家 庭 でお 願 いします。
かく か てい ねが

緊 急 の場 合 は、保護 者 に 連 絡 を取り、 病 院 受 診 をします。
きんきゆう ば あい ほ ご しや れんらく と びよういんじゆしん

重 症 の場 合 は、すぐに 救 急 車 を呼ぶなどの 適 切 な措置をとります。
じゆうしよう ば あい きゆうきゆうしや よ てきせつ そ ち

（ 病 院 で待ち合わすときもあります ）。
びよういん ま あ

学 校 の 管 理下でけがをしたときは（ →Ｐ１４ ）
がつこう かん り か

注） 早 退 したときは 忘 れずに帰 宅 したことを 学 校 へ 連 絡 してください。
そうたい わす き たく がつこう れんらく

（帰 宅 したことを 確 認 する 電 話になります ）。
き たく かくにん でん わ

生徒の健 康 管理
せい と けんこうかん り

学 校 で 行 う 健 康 診 断 や 諸 検 査は、 確 定 診 断 を 行 うものではなく、 問 題
がつこう おこな けんこうしんだん しよけん さ かくていしんだん おこな もんだい

のあるものや、 疑 いのあるものを 選 び出すものです。 必 要 な場 合 は 早 期に 主 治医
うたが えら だ ひつよう ば あい そう き しゆ じ い

の 診 断 を受けてください。
しんだん う

子どもたちの 健 康 状 態 については 各 ご家 庭 で 十 分 な把 握 をお 願 いします。
こ けんこうじようたい かく か てい じゆうぶん は あく ねが

けがや 病 気だけでなく、 悩 み 事 などの 相 談 にも 対 応 しています。
びよう き なや ごと そうだん たいおう

体 の不 調 や、 悩 みなどがあるとき 早 めに 担 任 や 養 護 教 諭にお知らせください。
からだ ふ ちよう なや はや たんにん よう ご きよう ゆ し

必 要 に 応 じてスクールカウンセラーとの 面 談 も可 能 です。
ひつよう おう めんだん か のう
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健康に過ごすために
け ん こ う す

子どもから大人へ
こ お とな

中 学 生 は、 心 身 ともに子どもから大 人 へと 大 きく 変 化します。ホルモンの
ちゆうがくせい しんしん こ お とな おお へん か

分 泌 が変わり 身 体 に 変 化がおきると、 精 神 的 にも不 安 定 になり、 学 習 や 友
ぶんぴつ か しんたい へん か せいしんてき ふ あんてい がくしゆう ゆう

人 関 係 などでストレスがたまる時期です。家 庭 でも、大 人 としての 独 立 心 が芽生
じんかんけい じ き か てい お とな どくりつしん め ば

えてきます。 親 にも知られたくないことができたり、 訳 もなく 反 抗 することもあ
おや し わけ はんこう

ります。 親 も子もお 互 いの 接 し 方 にとまどうこともあります。
おや こ たが せっ かた

どんな些 細 なことも家 庭 と 学 校 が 協 力 し、 連 絡 を 密 にしながら子どもの
さ さい か てい がつこう きようりよく れんらく みつ こ

成 長 を 温 かく見 守 っていきたいものです。
せいちよう あたた み まも

家庭での生 活 習 慣
か てい せいかつしゆうかん

毎 日 健 康 に暮らすには、①「 早 寝 早 起きをする」②「 食 事は３ 回 きちんと摂
まいにちけんこう く はや ね はや お しよく じ かい と

る、特に 朝 食 をしっかり摂る」③「 排 便 の 習 慣 をつける」などの規 則 正 し
とく ちようしよく と はいべん しゆうかん き そくただ

い 生 活 をすることが基 本 です。 時 には夜更かしをしたり、 食 事をとる時 間 が不
せいかつ き ほん とき よ ふ しよく じ じ かん ふ

規 則 になったりすることもありますが、それが 生 活 習 慣 とならないよう気をつ
き そく せいかつしゆうかん き

けましょう。

欠 席の連 絡
けつせき れんらく

体 調 が 悪 いなどで 学 校 を 欠 席 ・遅 刻 する場 合 は、 必 ず保護 者 が 学 校
たいちよう わる がつこう けつせき ち こく ば あい かなら ほ ご しや がつこう

（ 担 任 ）へ 連 絡 をお 願 いします。 担 任 が 近 くにいないときは 電 話に出た 職 員
たんにん れんらく ねが たんにん ちか でん わ で しよくいん

が聞いて 担 任 に 伝 えます。 （ 特 別 な 状 況 での 欠 席 → Ｐ １２ ）
き たんにん つた とくべつ じようきよう けつせき

★保 健 室 は 健 康 管 理のセンターとしての機 能 を果たします。
ほ けんしつ けんこうかん り き のう は

（保 健 室 から→Ｐ１０ ）
ほ けんしつ

★ 学 校 で負 傷 したときには治 療 費の 給 付 制 度があります。
がつこう ふ しよう ち りよう ひ きゆう ふ せい ど

( 学 校 でけがをしたとき→Ｐ１４）
がつこう
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学校を休むとき
が っ こ う や す

学校を欠席、遅刻する場合は始業時までに保護者から学校へ
がっこう けっせき ち こ く ば あ い しぎょう じ ほ ご し ゃ がっこう

必 ず連絡をお願いします。
かなら れんらく ねが

《 特別な状 況での欠席 》
とくべつ じようきよう けっせき

、 。下記のような特別な事 情 で学校を休む場合は 学校を休んでも欠席 扱 いにはなり ません
か き とく べつ じ じよう がつ こう やす ば あい がつ こう やす けつ せき あつか

これを「 出 席停止・忌引き等」 扱 いといいます。下記にあてはまる場合は、 わかり次第学校
しゆつ せき てい し き び とう あつか か き ば あい し だい がつ こう

にお知らせください。
し

①学 校 感 染 症 と 出 席停止期間
がつこうかんせんしよう しゆつせき て い し き か ん

学 校 感 染 症 には、下記のようなものがあり、 学 校 保 健 安 全 法 第 １９ 条 の規定によ
がつこうかんせんしよう か き がつこう ほ けんあんぜんほうだい じよう きてい

り 出 席停止 扱 いとなります これらにかかった場合は 証 明書が学校にありますので 医 療 機関。 、 、
しゆつ せき てい し あつか ば あい しよう めい しよ がつ こう い りよう き かん

で記 入 してもらい学校に提 出 してください。
き にゆう がつ こう てい しゆつ

なお、湖南市ではインフルエンザに限って、医 療 機関で 出 席停止と診断された期間を保護者
こ なん し かぎ い りよう き かん しゆつ せき てい し しん だん き かん ほ ご しや

、 （ ）。が 証 明書に記 入 し 学校に提 出 してください 医 療 機関で記 入 してもらう必要はありません
しよう めい しよ き にゆう がつ こう てい しゆつ い りよう き かん き にゆう ひつ よう

《学 校 感 染 症 と 出 席 停止期間》 ２０１１．２．１現 在
がつこうかんせんしよう しゆつせきてい し き かん げんざい

対 象 疾 病 出 席停止の期間と基準
たい しよう しつ ぺい しゅっせきて い し き か ん きじゅん

第１種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血
熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ
ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄
炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候 治癒するまで

ち ゆ

群（ コロナウイルスによるものSARS
に限る）
鳥インフルエンザ（病原体がインフル
エンザウィルスＡ属インフルエンザＡ
ウィルスであってその血清亜型が

であるものに限る）H5N1
第２種

インフルエンザ 解熱した後２日を経過するまで
げ ね つ あと ふ つ か け い か

百 日 咳 特有の咳が消 失するまで
ひゃくにちぜき とくゆう せき しょうしつ

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで
ま し ん げ ね つ あと み っ か け い か

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺の腫れが消 失するまで
りゅうこうせいじかせんえん じ か せ ん は しょうしつ

風疹（３日はしか） 発疹が消 失するまで
ふうしん はっしん しょうしつ

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで
すいとう はっしん

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症 状が消 退した後２日を経過する
いんとうけつまくねつ ねつ しゅようしょうじょう しょうたい あと ふ つ か け い か

まで

結核 感 染のおそれがなくなるまで
けっかく かんせん

第３種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸
菌感染症、腸チフス、パラチフス、 感 染 のおそれがなくなるまで流

かんせん

行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
※その他の感染症（溶連菌、感染性胃
腸炎、とびひ等）
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②忌引きの日数
き び にっすう

親戚にご不幸があったときは、以下の日数が忌引き 扱 いとなります。
しん せき ふ こう い か につ すう き び あつか

（遠距離の場合は、実際に要した往復の日数も加わります）
えん きよ り ば あい じつ さい よう おう ふく につ すう くわ

《続柄と忌引きの日数》
ぞく がら き び につ すう

続 柄 忌引きの日数
ぞ く が ら き び に っ す う

父 母 ７日以内
ふ ぼ に ち い な い

祖父母 ３日以内
そ ふ ぼ に ち い な い

兄弟姉妹 ３日以内
きょうだい し ま い に ち い な い

おじ・おば １日以内
に ち い な い

③ 入 学試験などについて
にゆう がく し け ん

入 学（ 就 職 ）試験当日は、校 長 が認めた場合「 出 席停止・忌引き等」 扱 いと
にゆ うがく しゆ うし よく し けん とう じつ こう ちよう みと ば あい しゆつせき てい し き び とう あつか

なります。

④対外運動 競 技やコンクール等に参加する場合
たい がい うん どう きよう ぎ と う さん か ば あい

学校から参加の場合は 出 席 扱 いとなります （ご家庭から個人的に参加される 競。
がつ こう さん か ば あい しゆつ せき あつか か てい こ じん てき さん か きよう

技会やコンクール等は対 象 外です）
ぎ かい とう たい しよう がい
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学校でけがをしたとき
が っ こ う

日本スポーツ振 興センターとは
に ほん しんこう

日本スポーツ振 興センターは 「独 立 行 政 法 人日本スポーツ振 興センタ、
に ほん しんこう どくりつぎょうせいほうじん に ほん しんこう

ー法」に基づいて設 立され児童 生徒の健 康の保持増 進を図るため、学 校 管
ほう もと せつりつ じ どうせい と けんこう ほ じ ぞうしん はか がっこうかん

理下における 災 害 に 関 する医 療 費や見 舞 金 の 給 付を 行 うなど、 心 身 共 に
り か さいがい かん い りょう ひ み まい きん きゅう ふ おこな しんしんとも

健 康な児童 生徒の育 成に役立てることを目 的としています。
けんこう じ どうせい と いくせい やく だ もくてき

給 付の対 象 となる管理下と災 害の範囲
きゅう ふ たいしょう かん り か さいがい はん い

学 校の管理下（授 業 中 ・学 校の 教 育 計 画に基づく課外指導 中 ・
がっこう かん り か じゅぎょうちゅう がっこう きょういくけいかく もと か がい し どうちゅう

休 憩時間 中 および学 校の定めた特 定時間 中 ・通 常 の経路および方 法
きゅうけい じ かんちゅう がっこう さだ とくてい じ かんちゅう つうじょう けい ろ ほうほう

（ ） ） 、による通 学 登下校 中 ・寄 宿 舎にあるとき に 生 じた事由による負 傷
つうがく とう げ こう ちゅう き しゅくしゃ しょう じ ゆう ふ しょう

給 食 による 中 毒その他の疾 病（ガス 中 毒、溺水、熱 中 症 、 漆 等に
きゅうしょく ちゅうどく た しっぺい ちゅうどく できすい ねっちゅうしょう うるしとう

よる皮膚炎など法 令で定めるもの）の医 療 費、これらの負 傷 ・疾 病が治った
ひ ふ えん ほうれい さだ い りょう ひ ふ しょう しっぺい なお

後に 障 害が残ったときの 障 害見舞 金、負 傷 または疾 病に 直 接起因す
あと しょうがい のこ しょうがい み まいきん ふ しょう しっぺい ちょくせつ き いん

る死亡に対する死亡見舞 金が 給 付されます。
し ぼう たい し ぼう み まいきん きゅう ふ

負 傷 ・・・ 学 校 の 管 理下の事 由 によるもので、 医 療 費 総 額 が保 険 証 を
ふ しょう がっこう かん り か じ ゆう い りょう ひ そうがく ほ けんしょう

使って窓 口負担 約１，５００円（ 診 療 点 数５００ 点）以 上
つか まどぐち ふ たんやく えん しんりょうてんすう てん い じょう

のもののみ 給 付対 象 になります。
きゅう ふ たいしょう

疾 病 ・・・ 学 校 の 管 理下の事 由 によるもので 医 療 費 総 額 が保 険 証 を 使
しっぺい がっこう かん り か じ ゆう い りょう ひ そうがく ほ けんしょう つか

って 窓 口負 担 約 １，５００ 円 （ 診 療 点 数５００点 ）以 上 の
まどくち ふ たんやく えん しんりょうてんすう てん い じょう

ものの内、法 令で定めるもの。
うち ほうれい さだ

★ 災 害 共 済 給 付を受ける権利は、その 給 付事由が 生 じた日から２年 間
さいがいきょうさいきゅう ふ う けん り きゅう ふ じ ゆう しょう ひ ねんかん

です。

この 間 に請 求 しないと時効によって請 求 権がなくなります。
あいだ せいきゅう じ こう せいきゅうけん

★ 同 一 の 災 害 の負 傷 又 は 疾 病 についての医 療 費の 給 付は、 初 診 から
どういつ さいがい ふ しょうまた しっぺい い りょう ひ きゅう ふ しょしん

最 長 １０年 間 行 われます。
さいちょう ねんかんおこな

★ 生 活保護法による保護を受けている世帯の児 童 生徒にかかる災 害について
せいかつ ほ ご ほう ほ ご う せ たい じ どうせい と さいがい

は医 療 費の 給 付は 行 いません。
い りょう ひ きゅう ふ おこな

★ 「ひとり親（母子、父子）家庭医 療 費助 成 制度 （通 称 まる福）使用」
おや ぼ し ふ し か てい い りょう ひ じょせいせい ど つうしょう ふく し よう

の場合は、市の担 当課から後日、 給 付金の返 還 請 求 があります。
ば あい し たんとう か ご じつ きゅう ふ きん へんかんせいきゅう

★ 損 害 賠 償 を受けたときや、他の 法 令 の規 定 による 給 付 等 を受けたとき
そんがいばいしょう う た ほうれい き てい きゅう ふ とう う

は、その受けた価額の限度において、 給 付は 行 われません。
う か がく げん ど きゅう ふ おこな
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共 済 掛 金 額（年 額）
きょうさいかけきんがく ねんがく

平 成 ２２年度の場 合 ９２０ 円
へいせい ね ん ど ば あい えん

（ 金 額 については、次 年 度以 降 変 動 する場 合 があります）
きんがく じ ねん ど い こうへんどう ば あい

内 訳 保護者負担 額４６０円（湖南市 教 育委員 会負担 額 ４６０円）
うちわけ ほ ご しゃ ふ たんがく こ なん し きょういく い いんかい ふ たんがく えん

各 学 校 の 徴 収 方 法 にしたがって保護者 負 担 額をお支 払 いくださ
かくがっこう ちょうしゅうほうほう ほ ご しゃ ふ たんがく し はら

い。転 校されましても、日本 国 内の学 校においては年度 中 は有 効
てんこう に ほんこくない がっこう ねん ど ちゅう ゆうこう

になります。

申 請の手 続 について
しんせい て つづき

学 校 でけがをして医 療 費がかかった場 合 、保護 者 の 方 に「医 療 等 の 状
がっこう い りょう ひ ば あい ほ ご しゃ かた い りょうとう じょう

」 。 、況 用紙 をお渡しします この用紙に 病 院で必 要事項を記 入 していただき
きょうよう し わた よう し びょういん ひつよう じ こう き にゅう

学 校 に提 出 してください。学 校からセンターに 申 請 します。 給 付決 定され
がっこう ていしゅつ がっこう しんせい きゅう ふ けってい

るまで、数ヶ月かかりますのでご 了 承 ください。
すう か げつ りょうしょう

なお、治 療 が 翌 月 にかかる場 合 は、 新 たに 用 紙をお 渡 ししますので、お知
ち りょう よくげつ ば あい あら よう し わた し

らせください。
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保護者にご負担いただく費用
ほ ご し ゃ ふ た ん ひ よ う

学 校 では、 教 育 活 動 に 必 要 な費 用 はできるだけ 学 校 での予 算 （ 公 費）でまかなう
がっこう きょういくかつどう ひつよう ひ よう がっこう よ さん こう ひ

よう努 力 しています。しかし、 学 校 給 食 費や 教 材 費などの 一 部については保護 者
ど りょく がっこうきゅうしょく ひ きょうざい ひ いち ぶ ほ ご しゃ

の 皆 様 に負 担 していただいています。
みなさま ふ たん

２０１０年度 （円）＜学 校の諸費 徴 収 額＞
がっこう しょ ひ ちょうしゅうがく ね ん ど えん

生徒会費 ＰＴＡ会費２人会員 ＰＴＡ会費１人会員 合計 ２人会員 合計 １人会員引落月 給食費 学年諸費 積立金

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００４月

４，１００ ３，０００ ３，０００ ６００ ２，４００ １，２００ １３，１００ １１，９００５月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００６月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００７月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００８月

４，１００ ３，０００ ３，０００ ４００ ２，４００ １，２００ １３，１００ １１，９００９月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００１０月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００１１月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００１２月

４，１００ ３，０００ ３，０００ １０，１００ １０，１００１月

４，１００ ４，１００ ４，１００２月

４５，１００ ３０，０００ ３０，０００ １，０００ ４，８００ ２，４００ １１０，９００ １０８，５００計

諸費の納 入 方法
しょ ひ のう にゅう ほう ほう

＊ 諸 費は 金 融 機 関 の 口 座 振 替 により 納 入 していただきます。
しょ ひ きんゆう き かん こう ざ ふりかえ のうにゅう

・取り 扱 い 金 融 機 関 滋賀 銀 行 ・関西アーバン銀 行 ・滋賀 県 信 用 組 合 ・
と あつか きんゆう き かん し が ぎんこう か ん さ い あ ー ば ん ぎ ん こう し が けんしんようくみあい

ＪＡ 甲 賀
こう か

・ 振 替 日 （ 金 融 機 関 休 業 日の場 合 は 翌 営 業 日）毎 月 ２６日
ふりかえ び まいつき に ち きんゆう き かんきゅうぎょう び ば あい よくえいぎょう び

＊ 振 替 日に 口 座 振 替 ができなかった場 合 は、保護 者 にお知らせします。 現 金 で 学 校
ふりかえ び こう ざ ふりかえ ば あい ほ ご しゃ し げんきん がっこう

へ 納 入 してください。
のうにゅう

＊決 算の関 係 上 、３月の引 落 はありませんが、８月の引 落 があります。
けつさん かんけいじょう がつ ひきおとし がつ ひきおとし

＊ 病 気等で 長 期欠 席する場合、事前に保護者から申し出があれば 給 食 を止め
びょう き とう ちょう き けっせき ば あい じ ぜん ほ ご しゃ もう で きゅうしょく と

ます。 給 食 を止めた日 数が 連 続５日以 上 あれば、後 日、 給 食 費を返 金し
きゅうしょく と にっすう れんぞく か い じょう ご じつ きゅうしょく ひ へんきん

ます。
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